
日本表面真空学会 中部支部規約 
第１章 総則 

第１条 本⽀部の構成運営については、⽇本表⾯真空学会会則(本会会則)ならびに細則に定め
るもののほか、この規約による。	

第２条 本⽀部は⽇本表⾯真空学会中部⽀部と称する。 

第３条 次の地域内に在住または在職する⽇本表⾯真空学会会員をもって構成員とする。 

静岡県、愛知県、岐⾩県、三重県、⼭梨県、⻑野県、富⼭県、⽯川県、福井県 

第２章 事業	

第４条 本⽀部は本会会則第４条に定める⽬的を達成するため、本⽀部会員の連絡をはかり、
また講演会、⾒学会等を開催する。 

第３章 支部役員 

第５条 本⽀部に⽀部⻑、副⽀部⻑2〜3名、⽀部幹事若⼲名、監査1名をおき、これらを⽀部役
員と称する。⽀部役員数は役員会の決議を得てこれを定める。	

第６条 1. ⽀部⻑は本⽀部を代表し、⽀部会務を総括する。 

2. 副⽀部⻑は⽀部⻑を補佐し、また⽀部⻑に事故があるときはその任務を代⾏するこ
とができる。 

第７条 ⽀部⻑は庶務幹事、会計幹事、企画幹事を委嘱する。 

第８条 ⽀部役員の任期は1年とする。ただしその再任を妨げない。 

第９条 ⽀部役員に⽋員が⽣じた場合は補充することができる。補充による⽀部役員の任期は
前任者の残任期間とする。 

第１０条 ⽀部役員は本⽀部会員中より⽀部役員会がこれを推薦し⽀部総会において決定する。 

第１１条 ⼤会その他特別の事業がある場合、⽀部⻑は⽀部役員会に諮り委員を委嘱することが
できる。  

第１２条 ⽀部⻑は⽀部役員会に諮り顧問を委嘱することができる。顧問は本⽀部の会務全般に
ついて助⾔をすることができる。 

第４章 会議 

第１３条 ⽀部の会議は⽀部総会および⽀部役員会とする。  

第１４条 ⽀部役員会は年１回以上開催し、⽀部⻑が招集する。  



第１５条 ⽀部役員会は⽀部役員の半数以上の出席により成⽴する。但し、委任状を認め、委任
状提出者は出席役員と認める。⽀部役員会の議事は出席役員の過半数の賛成を経て議
決する。可否同数の場合は⽀部⻑が議決する。  

第１６条 ⽀部総会は年1回⽀部⻑が召集する。⽀部⻑が認めたときは、⽀部役員会の議決を経て 
臨時⽀部総会を召集することができる。  

第１７条 ⽀部会員総数の１０分１以上から⽀部総会に付議すべき事項及び理由を記載した書⾯
により、⽀部総会の招集を提案された場合、⽀部⻑は速やかに臨時⽀部総会を招集し
なければならない。  

第１８条 ⽀部総会の開催⽇、および議事は⽀部役員会の議決を経て、⽀部⻑が決定し、開催⽇
を⽀部会員に通知する。通知は本学会誌あるいは本⽀部webサイトへの掲載にて⾏う
こともできる。 	

第１９条 ⽀部総会は⽀部会員数の２０分１の以上の出席によって成⽴する。たただし、委任状
を認め、委任状提出者は出席会員と認める。	

第２０条 ⽀部総会の議事は出席会員の過半数を得て議決する。 

第５章 その他	

第２１条 この規約の施⾏について、⽀部役員会の決議を得て別に運営細則を設ける。 

第２２条 この規約は⽀部役員会の議決を得、かつ⽀部総会の承認を得なければ変更することが
できない。 

第２３条 付則 
(1) 本規約は１９９２年１１⽉７⽇より施⾏する。 
(2) 本規約は２０１８年４⽉２１⽇に改定する。 

 


